
計画提案者 延岡市 県・関係行政機関

延岡市都市計画提案制度運用フロー図

第5条 事前相談等

第5条第2項

事前相談申出書の提出 情報提供 内容の確認

第5条第3項

必要に応じて事前調整第4条・第5条第3項
相談窓口等の調整

(計画提案者・延岡市・県、関係行政団体）

地元説明会、所有者等の同意、素案の
作成など

第7条

計画提案書の提出
第6条

第8条 提案者要件の確認

補正及び協力
補正の要求（期限を定め
る）
確認のための協力依頼

第8条第2項

提案者要件を満たさない場合
要件を満たさない旨の通知

通知書の受理

通知書の受理

第8条第3項第8条第3項必要に応じて

提案者要件を満たす場合
要件を満たす旨の通知

第8条第3項

通知書の受理
第8条第3項

第14条 提案された書類は都市計画決定の告示又は審
議会の意見を聞き決定又は変更の必要がない
と判断し提案者に通知する日まで都市計画課
で閲覧

第9条 計画提案の受理

提案書類の写し送付 提案書類の写し受理（県）

第9条第2項

第10条 都市計画決定等の判断

判断のための協力依頼

第4条

資料提供その他必要な協力

第10条第3項 必要に応じて公聴会等の開催

意見の聴取 意　見

第10条第4項

判断結果の事前通知
事前通知の受理

第11条第1項事前通知の受理 第11条第1項

意見書の提出
（任意・提出期限有り）

第11条第2項

第11条

意見書の受理

第12条 計画提案を採択する場合

都市計画の案の作成

案の提出

県との連携

案の受け取り

第3条

第12条第5項

図書の提出その他必要な協力

第13条

計画案を採択
しない場合

公聴会等の開催

都市計画の案の
公告・縦覧

第12条第4項

延岡市都市計画審議会

諮　問

答　申

審議会の意見を聴く
計画提案を採択しないこと及び
その理由を通知（県）

第13条第1項

第13条第3項 審議会へ意見書を提出

意見なしの場合
計画提案を採択しないこと及び
その理由を通知

第13条第1項

審議会の意見がある場合は、15条に戻り
計画案を取り下げる

県知事の同意

都市計画決定（変更）及び告示

第12条第7項 決定又は変更の通知通知書の受理 通知書の受理

第12条第7項 第12条第7項

情報公開

第3条

第13条第1項

計画案の取り下げ及び変更

第15条
※判断結果が否の場合の例

情
報
公
開


